
再意見書 

 

 平成２２年３月９日 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

  電気通信事業部会長 殿 

 

郵便番号  １６３－８０１９ 

                         とうきょうとしんじゅくくにししんじゅくさんちょうめ 

                 住 所  東京都新宿区西新宿三丁目１９－２ 

                        ひがしにっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ 

                 氏 名  東日本電信電話株式会社 

                              え  べ  つとむ                   

                       代表取締役社長 江部 努 

                 

 

 

 情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の

規定により、平成２２年２月２３日付けで公告された接続約款の変更案に関し、別紙のと

おり再意見を提出します。 



 

 

 

 

 

接続約款の変更案への意見に対する再意見 

－次世代ネットワークに係る平成22年度の接続料の改定及び 

電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールに係る接続約款の措置－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ９ 日

東日本電信電話株式会社



 

 １

ＮＧＮ 

区分 他事業者意見 当社意見 

全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＧＮの接続料算定の在り方を検討するにあたっては、レガシー系サービスからＮＧＮへの需要の移行期

にあることを踏まえ、電話のみならず専用線等を含むサービス全体を対象として議論することが重要です。

そのため、まずＮＴＴがコア・ネットワークのＮＧＮへの移行計画を開示することが必須であり、ＮＴＴ

の新旧のネットワーク全体でコストを把握して接続料の算定方法を見直し、公正な競争環境を維持する必要

があります。 

なお、ＮＧＮはレガシー系サービスからの需要の移行期にあるため、ＮＧＮに関する接続ルールは固定的

なものとせず、適時適切に段階を追って見直していくことが必要です。 

（中略）ＮＧＮは今後需要の増加が見込まれるサービスであることに配慮し、算定期間を複数年とする将

来原価方式の採用を含めて算定方法を見直す等により、接続料水準の更なる低廉化を図るべきと考えます。

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

本変更案の対象であるＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の次世代ネットワークは、当該ネットワークが公衆

交換電話網（PSTN）等の既存ネットワークの代替的サービスとして、効率的なネットワーク構成で構築され

ていること等に鑑みれば、その接続料はPSTN 等の既存ネットワークにおける接続料より基本的に廉価であ

るべきものと考えますが、こうした観点からも、当該接続料に係る現行の算定方式を継続することの妥当性

について更なる検討が必要であると考えます。また、NTT-NGN については新規サービスであり、かつNTT 東

西殿による情報開示が不十分であること等に起因し、その接続料の算定方法については十分な関係者のコン

センサスを形成するまでに議論が醸成された状況にあるとは言えず、後述のとおり、その接続料の算定方法

については、引き続き検討すべき課題等が数多く存在しており、実績データの取得やそれに基づく検証等を

行いつつ、更に議論を深める必要があるものと考えます。従って、弊社共としましては、PSTN 接続料におけ

る長期増分費用モデル研究会と同様に、学識者、消費者団体及び事業者等が参画する検討の場（以下、「NTT-NGN 

接続料研究会」という。）を早期に立ち上げ、NTT-NGN 接続料の算定方法について、継続して議論が行われ

ることを要望します。 

（中略）NTT-NGN については、日本電信電話株式会社の中期経営戦略「サービス創造グループを目指して」

や三浦社長の記者会見の内容等から、今後、最低でも2010 年度から2012 年度の3 年間で約2,000 万と大

接続料は、実際にご利用いただいて

いる設備に係るコストをご負担いただ

くものであり、実績原価で算定すること

が基本であると考えます。 

但し、ＮＧＮについては、平成20年

度は実質的なサービス開始初年度であ

り、平成22年度の接続料算定に用いる

コスト、需要としては変動が大きいと想

定されることから、平成22年度１年間

のコストと需要を予測した将来原価方

式により算定しています。 

ＮＧＮのアンバンドルについては、

ＮＧＮの接続ルールに係る情報通信審

議会答申（平成20年３月）に基づき実

施しているものであり、また、アンバン

ドルされた機能に係る接続料の算定方

法も、平成21年に学識経験者や接続事

業者を交えて開催された「次世代ネット

ワークの接続料算定等に関する研究会」

において整理された接続料算定フロー

やコストドライバ等に関する報告書を

踏まえたものであることから、適切であ

ると考えます。 

なお、ＰＳＴＮ（固定電話網）につ



 

 ２

幅な需要増が見込まれるところであり、またNTT-NGN が PSTN 等の既存ネットワークの代替的サービスであ

ることを踏まえれば、当然2012 年度以降も継続的に需要が増加していくことが容易に想定されるところで

す。 

従って、NTT-NGN は、接続料規則第八条第二項第一号において「新規であり、かつ、今後相当の需要の増

加が見込まれるものであるとき」とされる将来原価方式適用の条件を満たしているのはもちろんのこと、そ

の需要の増加は複数年に跨ることはほぼ確実であることから、将来原価方式にて接続料を算定する場合には、

算定対象期間を例えば5 年間とする等、長期の算定期間を採用することが適当と考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】 

いては、2010年度に概括的展望を公表

することとしています。 

また、意見提出事業者と当社との間

では、ＩＧＳを介して接続しています

が、当該事業者の接続料は、当社の接続

料より高額であり、逆ざやとなっている

ことから、早急に是正していただきたい

と考えます。 

 

 

 

 



 

 ３

コストド

ライバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本変更案において、中継ルータと伝送路のコストドライバは「現時点でのNGN トラヒック把握は平成21 年度

上期のもののみであり、このような短期間のデータから適切な予測を行うことは困難である」ことをもって、

ポート容量比を採用しています。 

しかしながら、「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り方について」報告書（2008 年12 月25 日

公表）において、「2010 年度以降接続料の算定に用いるコストドライバとしては、想定トラヒック比とポート

実績トラヒック比の2 案があり得る」と記載されているとおり、本来想定トラヒック比かポート実績トラヒッ

ク比を用いることが望ましいとされているところです。 

従って、最低限、現状把握可能な2009 年度上期のトラヒックデータから、想定トラヒック比、及びポート実

績トラヒック比を算出し、本変更案のポート容量比と比較する等、コストドライバの在り方について検証を深

めることが必要と考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】 

 

「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り方について報告書」（2008年12月 総務省）において示さ

れている通り、ポート容量比は暫定的なコストドライバであり、本来であれば、より適正な接続料を算出する

ため、想定トラヒック比やポート実績トラヒック比といったアクティビティに着目したコストドライバが採用

されるべきと考えます。 

そのため、ＮＴＴ東西殿より具体的なＮＧＮの需要予測をご提示いただき、アクティビティに着目したコス

トドライバの切替え時期等の今後のNGN接続料の算定方法の在り方についてあらためて検証する必要があると

考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 

 

中継ルータや伝送路、ＳＩＰサーバといった複数の機能にまたがって利用される設備のコスト配賦にあたっ

ては、ＮＴＴ東・西の利用部門や接続事業者による機能の利用動向によって各機能に配賦されるコストが大き

く変動する可能性があることに留意する必要があります。そのため、接続料水準の予見性を確保する観点から、

配賦に際してどのようなコストドライバを用いるかについては、長期的な視点に立って柔軟な見直しを行い、

各機能の接続料水準が年度によって大きく上下しないよう配慮すべきです。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

ポート実績トラヒックについては、

まだ半年程度しかデータを取得して

おらず、平成22年度のトラヒックを

適切に予測することは困難であるた

め、今回申請した接続料は、従前のと

おり、ポート容量比により算定してい

ます。 

なお、ポート容量比は使用可能量

（キャパシティ）に着目し費用配賦を

行う方法、ポート実績トラヒック比は

使用量に着目し費用配賦を行う方法

であり、ネットワークコストを配賦す

るコストドライバとしては、どちらも

合理性を有するものと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ４

帯域換算

係数及び 

ＱｏＳ換

算係数 

 

帯域等換算係数は、利用者料金とコストのバランスや適正性等の観点に

おいて許容し難い乖離等の存在があり、公正競争確保の観点から問題があ

る場合にはじめて導入が検討されるべきであり、今回の補正により、映像

系サービスやテレビ電話等に係る費用が、従来の固定電話の代替であり基

本的サービスであるひかり電話に費用が片寄せされるようなことはあって

はならないと考えます。 

この点については、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式

会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見及

びその考え方」（2009 年3月31 日公表）においても「帯域換算やQoS の有

無・程度の反映方法については、引き続き検討を深めることが適当」とさ

れているところであり、本変更案の検討に際しては、まずは帯域等換算係

数を用いずに算定した場合のコスト配賦の結果及び接続料水準を公表の

上、当該係数の採用の妥当性について検証すべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】 

 

ＱｏＳと帯域換算の加味についても、ＮＧＮへの移行状況や市場の動向

を踏まえて、適時・適切に見直しを行う必要があると考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

帯域換算係数は、一般的にＩＰ系の装置価格は帯域差ほど費用差が生じ

ないというスケールメリットが働くことに着目して設定しているもので

す。 

また、ＱｏＳ換算係数は、ＱｏＳの有無・程度に応じて帯域の確保の割

合が異なる点に着目して設定しているものです。 

こうした考え方については、昨年のＮＧＮ接続料に関する認可の際の審

議会の考え方においても、「これらは、報告書に示された考え方に基づく

ものであり、一定の客観性・合理性がある」とされており、適切であると

考えます。 

 

 



 

 ５

ＩＧＳ接

続機能の

接続料 

今回の申請案においては、ＩＰ系設備にかかる保守費を個別に算定した

ことが接続料原価を増加させる方向に作用していると理解しております。

保守費を個別に把握すること自体は接続会計の詳細化に資するものであり

賛同しますが、ひかり電話については需要の立ち上がり期にあり、現時点

では固定資産額が小さいため、相対的に保守費の額も上昇してしまうこと

に留意する必要があります。接続料水準の低廉性を維持し、ユーザー利便

を確保する観点で、需要の立ち上げ期については従来の算定方法を引き続

き採用すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ】  

 

今回申請した接続料は、総務省における「電気通信事業における会計制

度の在り方に関する研究会」報告書（平成19年10月）を踏まえ、ＩＰ系

設備に係る保守費の個別把握を反映して算定したものであり、適正なコス

ト算定であると考えます。 

 

既存ひかり電話網については、今後需要が減少していくものと思われる

ことから、設備管理運営費の算定において、ＮＧＮのひかり電話と同様の

考え方で設備増設を予測して取得固定資産額の営業費の伸び率を考慮する

ことが適切か再考すべきです。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

既存ひかり電話網の設備管理運営費を算定する際の設備量（取得固定資

産価額）については、今後の需要も踏まえて予測しており、適切であると

考えます。 

その他 ＮＧＮはボトルネック設備と一体となっていることを理由として第一種

指定電気通信設備に指定されているため、他の事業者が利用することを当

初から想定して構築されるべきです。しかしながら、ＮＧＮのＩＰｖ６イ

ンターネット接続においては「他事業者との接続を想定しない前提で設計

されている」との理由で、多額の網改造費等の事業者個別負担を求められ

た経緯があります。 

そのため、ＮＧＮにおける機能のアンバンドルや接続料算定の在り方に

ついては、「接続料原価に算入すべきコストは何か」という観点を踏まえ

て適切に整理される必要があると考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

当社は、ＮＧＮのサービス開始以前に、インタフェース条件や接続条件

を事前に公表する等オープン化に取り組んでいます。また、アンバンドル

については、ＮＧＮの接続ルールに係る情報通信審議会答申（平成20年

３月）に基づき実施しており、接続料算定については、平成21年度に学

識経験者や接続事業者を交えて開催された「次世代ネットワークの接続料

算定等に関する研究会」において整理された報告書を踏まえ行っておりま

す。 

 ＩＰｖ６インターネット接続についても、「インターネットの円滑なＩ

Ｐｖ６移行に関する調査研究会報告書」（平成20年６月）を受けて、関

係事業者等と協議を重ね、最終的には、情報通信行政・郵政行政審議会答

申（平成21年８月）において、「トンネル接続は基本的な接続機能、ネ



 

 ６

イティブ接続は個別的に用いる接続機能と位置付け、後者に係る費用はネ

イティブ接続事業者の個別負担となる網改造料として設定することが適

当」と結論付けられたことを受け、接続約款の認可申請を行い、認可を受

けているところです。 

 このように、当社としては、ＮＧＮにおける機能のアンバンドルや接続

料算定の在り方について、接続事業者の要望を踏まえながら、学識経験者

や接続事業者も交えた議論の場での結論に基づき、適切な対応を実施して

います。 

 

「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」報告書案に対す

る弊社共意見書（2008 年2 月28 日提出）においても述べたとおり、NTT-NGN 

に係る接続料設定において、以下の2 点のアンバンドル接続料の設定を行

い、事業者がより創意工夫を活かしたサービスを迅速に提供開始できるよ

う環境整備がなされるべきと考えます。 

- 収容局に設置されているNTT-NGN 用の収容ルータのインタフェース

（中継ルータ側）に接続点を追加し、NTT-NGN サービスのアクセス回線に

ついて加入者単位でアンバンドルした接続料 

- 中継局に設置されているNTT-NGN 用の中継ルータのインタフェースに

接続し、NTT-NGN サービスの中継回線とアクセス回線を併せて加入者単位

でアンバンドルした接続料 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】 

「収容ルータの中継ルータ側に接続点を追加し、NTT-NGN サービスのア

クセス回線を加入者単位でアンバンドルした接続料」及び「中継局に設置

されているNTT-NGN 用の中継ルータのインタフェースに接続し、NTT-NGN 

サービスの中継回線とアクセス回線を併せて加入者単位でアンバンドル

した接続料」の設定については、ＮＧＮの接続ルールに係る情報通信審議

会答申（平成20年３月）において、現段階では実施することは困難と整

理されてきたところであり、現時点においてもその状況に変化がないこと

から、当該接続料の設定は困難と考えています。 

 

 

（参考）『「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について」答

申（案）への意見及びそれに対する考え方』（平成20年３月）より抜粋 

 

（考え方23） 

「ひかり電話網の収容ルータは、地域ＩＰ網の収容ルータと同様、コア網

としてひかり電話網以外の特定の他事業者網を選択できない仕様となっ

ていることに加え、接続事業者の要望を実現するためには、ひかり電話網



 

 ７

とひかり電話網以外の特定の他事業者網との振分けを、ＯＳＵ上部のスイ

ッチではなく収容ルータで行うことになるが、これは、分岐端末回線単位

の加入ダークファイバの接続料の設定の場合と同様の解決すべき諸問題

があることから、考え方１１１に示したとおり、本要望については、分岐

端末回線単位の加入ダークファイバの接続料の設定の検討と併せて、今後

の市場環境や分岐に係る技術等の変化があれば、改めて検討することが適

当である。」 

 

（考え方38） 

「ＮＧＮの利用者は、ＮＴＴ東西に連絡することなく自由に複数のＩＳＰ

事業者を切り替えて利用することやＩＳＰ事業者と接続せずにＮＧＮ内

に閉じたサービスを利用することが可能となっており、特定のＩＳＰ事業

者向けに接続先を限定できない仕様となっていることから、当該接続料を

設定するためには技術的な問題がある」 
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接続ルール（ＦＴＴＨサービスの屋内配線） 

区分 他事業者意見 当社意見 

網使用料 ①網使用料について 

今回申請された屋内配線の網使用料は、ＮＴＴ東・西の光信号分岐

端末回線（平均的使用期間１５年）と一体として引き通し形態により

設置される屋内配線に適用されます。したがって、屋内配線の平均的

な使用期間は、申請案の１０年ではなく光信号分岐端末回線と同じ１

５年に見直し、網使用料を算定し直すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

お客様宅内に設置される光屋内配線については、居室内における人や物の

移動の影響を受ける等、屋外に設置される光信号分岐端末回線よりも接触機

会が多く、使用環境に相違があるため耐用年数が異なります。そのため、今

回の算定にあたっては、当社がユーザ宅内に設置する光屋内ケーブルの耐用

年数である10年を用いております。 

なお、直近データを用いて撤去法により耐用年数を推計した場合において

も、10年程度となっていることから、本耐用年数を用いることは妥当なもの

と考えます。 

 

工事費 ②工事費について 

引き通し形態では、光信号分岐端末回線と屋内配線が一体として同

時に工事されることを考慮して、既に接続約款に規定されている光信

号分岐端末回線接続工事費・光信号分岐端末回線収容キャビネット等

設置工事費や、接続約款の料金表第４表第２（光信号引込等設備の撤

去に係る負担額）に規定される（光信号引込等設備の取得固定資産価

額）等を勘案し、重複するもの・不要なものを控除して工事費を設定

する必要があると考えます。 

具体的には、申請案の光屋内配線工事費は、工事人員の移動に係る

費用・工事作業に係る費用・光ファイバケーブル等の物品費等におい

て、重複しているものがあれば不適切であり、これらを控除して算定

し直すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

ご指摘の「光信号分岐端末回線接続工事費・光信号分岐端末回線収容キャ

ビネット等設置工事費や、接続約款の料金表第４表第２（光信号引込等設備

の撤去に係る負担額）に規定される光信号引込等設備の取得固定資産価額」

については、工事人員の移動に係る費用や光屋内配線の提供に必要な工事作

業に係る費用や物品費は含まれていません。そのため、今回申請した光屋内

配線工事費は適切な料金であると考えます。 

 



 

 ９

 引き通し形態では、光信号分岐端末回線収容キャビネットは設置さ

れないため、工事費を適用すべきではないと考えます。同様に、光信

号端末回線に係る加算料についても、キャビネットありの料金を適用

すべきではないと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費については、キャビネ

ットを設置した場合のみ、適用する考えです。 

光信号分岐端末回線（接続料）に係る加算料については、①これまでに引

き通し・キャビネット設置形態の工事がそれぞれどれくらい行われているか

把握出来ていないこと、②引き通し形態で開通した場合でもその後の故障対

応によりキャビネット設置形態に変更することがあること、から平成22年度

は暫定的にキャビネットありの料金を適用することとしています。 

今後、工事形態データ等の取得に係るシステム改修の影響も勘案しつつ、

提供形態や保守の実態を把握した上で、キャビネットを設置する場合と設置

しない場合の平均的な接続料を設定していく考えであり、平成22年度に適

用する接続料との差分については、以降の接続料を算定する際の調整額に反

映させていただく考えです。 

その他 無効派遣費用については「派遣に要した費用の額に消費税相当額を

加算した額」とされておりますが、これでは当該費用の妥当性の確認

が都度必要となり予見性も確保されないため、現行の他派遣工事にお

ける運用実績等を参考にして、具体的な単金を設定すべきであると考

えます。 

なお、ＮＴＴ東西殿の利用部門においても接続事業者と同等に無効

派遣費用の負担が行われる必要があります。 

また、無効派遣費用の除外対象となる条件についても規定されるべ

きであると考えます。例えば、ＮＴＴ東西殿の派遣係員が約束の時間

に間に合わないことによって利用者不在となり工事が出来ないなどの

接続事業者以外でのＮＴＴ東西殿事由の場合も想定され、そのような

場合は負担の対象外となるべきと考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 

光屋内配線に係る無効派遣費用は、お客様不在や連絡の行き違い等によっ

て発生するものであり、お客様との対応内容により無効となる作業時間も案

件毎に区々になると想定されるため、当該派遣に係わる時間を予め一律に設

定し単金化することは困難です。まずは実績を収集した上で、具体的な単金

を設定することを検討したいと考えます。 

なお、本費用については、当社利用部門も同様に負担する考えです。 

また、当社の責めに帰すべき事由により無効派遣となった場合には、接続

事業者における本費用のご負担は不要とさせていただく考えです。 
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接続ルール（ドライカッパのサブアンバンドル） 

区分 他事業者意見 当社意見 

上部区間の

サブアンバ

ンドル化 

ドライカッパのサブアンバンドルの実現は、今後、接続事業者の費用

負担適正化のみならず、新たな技術やサービス開発における事業者の創

意工夫余地の拡大に寄与することから、利用者利便の向上及び国内全域

のブロードバンド普及に資するものと考えます。 

従って、本変更案のとおり、新たなアンバンドル機能としてドライカ

ッパサブアンバンドルの網使用料並びに標準的接続箇所等が設定される

べきと考えます。 

なお、NTT 東西殿より認可申請された網使用料は下部区間のみの料金

（NTT 東日本：807 円、NTT 西日本：892 円）であり、今後、上部区間

のみの利用について接続事業者より要望があった場合には、提供条件の

適正性を確保する観点より上部区間料金相当として示されている料金

（NTT 東日本：528 円、NTT 西日本：460 円）にて上部区間の網使用料

が遅滞無く設定されることを要望します。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】 

今回、情報通信審議会答申及び接続料規則改正を踏まえ、ドライカッパ

の下部区間をご利用いただく場合の網使用料を設定させて頂いたところで

す。 

上部区間のみを利用する場合の具体的な利用形態等は分かりかねます

が、実需要があるとのことであれば、具体的な要望内容を協議で伺った上

で、検討させて頂く考えです。その場合、要望内容によっては、運用面や

システム面で新たな対応が必要となることも想定されるため、必ずしもご

指摘の水準（NTT 東日本：528 円、NTT 西日本：460 円）にてご提供でき

るとは限らないと考えます。 
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接続ルール（ＷＤＭ） 

区分 他事業者意見 当社意見 

接続料算定

方法 
接続料算定方法については、接続ルール答申において「また、ＷＤＭ

装置の種類・容量・空き波長は、区間によって区々であるため、ＷＤＭ

装置の接続料は、当面は、個々の区間ごとに設定することが適当であり、

その単金化は、今後の空き波長の利用状況等を踏まえ検討することが適

当である。」とある通り、当該接続の幅広い利用が可能となるよう、今

後定期的に当該接続の利用状況・形態を検証し、算定方法について引き

続き検討していく必要があると考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 

ＷＤＭに係る接続料は、情報通信審議会答申で「ＷＤＭ装置の種類・容

量・空き波長は、区間によって区々であるため、ＷＤＭ装置の接続料は、

当面は、個々の区間ごとに設定することが適当」とされたことを踏まえて、

個々の区間ごとに算定式により設定することとしたものであり、適当であ

ると考えます。 

また、単金化については、答申において「今後の空き波長の利用状況等

を踏まえ検討することが適当」とされており、それに従って検討されるべ

きものと考えております。 

費用の予見

性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、特別光信号中継伝送機能に係る区間ごとの接続料について算定

式が規定されていますが料金水準を事前に想定することさえ出来ず、し

かもその概算額を把握するための情報調査手続に係る費用は、NTT 東西

殿の作業時間に応じた実費とされ、これも接続事業者は事前に把握でき

ません。 

このように、当該機能を利用するにあたっての費用が申込時点で極め

て不透明であることは、利用促進の障壁になると考えます。 

【株式会社ウィルコム】 

 

ＷＤＭに係る接続料は、情報通信審議会答申で「ＷＤＭ装置の種類・容

量・空き波長は、区間によって区々であるため、ＷＤＭ装置の接続料は、

当面は、個々の区間ごとに設定することが適当」とされたことを踏まえて、

個々の区間ごとに算定式により設定することとしたものであり、適当であ

ると考えます。 

ＷＤＭに係る接続料については、当社は予見性を確保するため、要望区

間の線路設備調査等の回答時に概算額を提示いたします。接続事業者は、

それをもとに接続するか否かを判断することが可能です。 

なお、線路設備調査等に要する費用については、要望される調査内容に

よって異なりますが、過去の代替コンサルティング等による調査の実績を

踏まえれば、現時点では１区間あたり概ね数万円程度になると想定してい

ます。 
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分波光変換装置は網改造料により接続事業者が個別に負担することと

されていますが、具体的な金額が不明であり、接続事業者にとって負担

額の予見性が確保できないことから、ＮＴＴ東・西は、例示等により、

負担額を予め公表すべきと考えます。なお、本年１月２７日に開催され

たＮＴＴ東・西による説明会においても、負担額の規模感は一切明らか

にされていません。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

WDM 装置の接続料は、特別光信号中継伝送機能及び分波変換装置に係

る各申込手続きの回答時にあわせて通知頂くこととなっています。しか

しながら該当接続料は区間ごとに異なるため、申込事業者側としては各

申込手続き前に料金額の予測を行うことは困難であり、NTT 東西殿から

の通知をもって、最終的な接続実施可否を判断する必要があります。 

そのため該当接続料については、各種申込手続の回答とは別に、早期

の通知が行われるべきであると考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 
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申込撤回に

伴う費用負

担 

特別光信号中継回線（ＷＤＭ装置が設置されている中継ダークファイ

バ）利用にあたり、接続事業者にとって負担額の予見性が確保されてい

ないことから、接続事業者が分波光変換装置に関する個別建設契約を締

結する前に接続申込を撤回した場合については、撤回に伴う費用負担は

発生しないことを接続約款に明記すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

ＷＤＭに係る接続料については、当社は予見性を確保するため、要望区

間の線路設備調査等の回答時に概算額を提示いたします。接続事業者は、

それをもとに接続するか否かを判断することが可能です。 

接続約款には、網使用料は利用の開始時点、網改造料は個別建設契約の

締結後、から費用負担が発生する旨を規定しており、それ以前に申込を撤

回される場合には、網使用料・網改造料の費用負担は発生いたしません。 

網改造料の

妥当性 

ＮＴＴ東・西の網改造料は、網改造料の算定式に算入される創設費の

妥当性が公に議論されず、透明性に欠けるため問題があると考えます。

接続事業者の予見性、網改造料の設定における妥当性・算定過程の透明

性を確保するため、ＮＴＴ東・西は網改造料の具体的な金額を明示して

接続約款を申請すべきであり、これについて審議会等の公の場で議論さ

れる必要があると考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

網改造機能として提供する機能は、基本的な接続機能とは異なり、個々

の接続事業者の具体的な要望に基づき、個別に設備等の設置・開発を行っ

て提供する性質のものです。このため、公の場の議論にはなじまないと考

えており、個別の要望を踏まえて、協議等によりご説明していることにつ

いて、ご理解願います。 

 

情報開示 WDM 装置に係る情報については、ＧＣコロケーションや中継ダークフ

ァイバなど他の設備同様に、利用の促進と利用の公平性確保及び接続事

業者が希望する利用の時機を逸しないためには、以下のような情報開示

ルールの整備が必要不可欠であると考えます。 

・中継ダークファイバC ランク（20 芯未満～1 芯以上）区間におけ

るWDM 装置の設置の有無 

・WDM 装置の未利用波長数（ランク付け） 

・早期のWDM 装置増設計画の開示 

・情報の最新性を確保するための取り組み（例：月一回の定期的な

情報更新）など 

【イー・アクセス株式会社】 

ＷＤＭ装置に係る情報の提供については、情報通信審議会答申で「特に

中継ダークファイバの空き芯線がない区間について空き波長の利用を求め

る事業者が多いと考えられる」「事前開示に要する時間・コストとの関係

で、事前開示が適当な情報と事後的な対応が現実的な情報に整理をした上

で、可能な限り必要な情報が事前に開示されることが適当」とされたとこ

ろです。 

当社としては、①全ての情報を事前開示することとなると、システム化

が不可欠となり、これには多大なコスト・期間が必要となること、②ＷＤ

Ｍの貸出要望は、これまでの実績を踏まえると年間数件程度と想定される

こと、から、コスト・期間を要するものに関しては、個別に調査した方が、

接続事業者にご負担いただく費用は安くすむものと考えています。 
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本変更案において、波長分割多重装置（以下、「WDM」という。）に係

る情報開示は、Dランク区間のみが情報開示の対象となっています。しか

しながら、「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方に

ついての答申」（平成21 年10 月16 日公表）（以下、「同答申」という。）

において「WDM 装置の設置区間か否かの情報の事前開示には、それほど

コスト・時間を要しないと考えられる」とされており、これに基づき改

正された情報開示告示においても開示対象が限定されていないことか

ら、WDM 設置の有無に係る情報開示はD ランクのみならず全てのランク

を対象にすべきと考えます。 

また、本変更案において、接続事業者に事前に開示される項目はWDM の

設置の有無のみとなっていますが、弊社共が同答申（案）に対する意見

書で述べているとおり、NTT 東西殿は、波長の空き情報、一般光信号中

継回線と同レベルの経路情報、区間長等といった情報についても積極的

に開示すべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】】 

 

WDM 装置の有無のみならず、付随する情報も可能な範囲で提供される

べきと考えます。 

例えばWDM 装置本体に係る費用や各年度当初の利用波長数等が開示さ

れるだけでも、接続事業者にとっては有効な情報になり得ます。これら

情報について年一回程度の更新頻度であればNTT 東西殿にとっても過大

な負担とはならならず、十分可能な範囲であると考えます。 

本件については、総務省より「時間・コストの点で効率的でないもの

したがって、それほどコスト・期間をかけずに提供できる、Ｄランク区

間のＷＤＭ装置の有無に係る情報を、事前開示することとし、その他の情

報については、事後開示することとしたところです。 
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も含まれると考えられ、現時点で告示に規定することは適当ではない。」

（平成21 年12 月15 日公表「第一種指定電気通信設備との接続に必要な

情報の開示に係る告示の一部改正案に対する意見及びその考え方」）と

の考え方が示されました。 

しかしながら今回、接続料の算定式は明らかになったものの、先述の

通り実態として金額水準が不透明であることが利用促進の障壁となるこ

とを鑑み、一部でも情報開示が促進されるよう、改めて検討されるべき

と考えます。 

【株式会社ウィルコム】 



 

 １６

対象回線 特別光信号中継回線については、本変更案において「光信号中継回線

であって、その区間の両端において波長分割多重装置を対向して設置す

るもの」と定義されています。しかしながら、電源・スペース等のリソ

ースの有無や網設計ポリシーにより、下図のように、WDM は必ずしも単

一の光信号中継回線の両端に設置されるものではないと考えられます。

 

 

 

従って、複数の光信号中継回線及び光信号局内伝送路から構成される

回線の両端においてWDM を対向して設置している区間についても、WDM 

アンバンドル区間の対象とすべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】】 

一般光信号中継回線の区間が複数あっても、その両端にＷＤＭ装置が対

向して設置されていれば、特別光信号中継回線として提供可能です。 

この要望の例であれば、ＡビルとＣビルを区間に指定してお申込くださ

い。 

申込手続 特別光信号中継伝送機能及び分波変換装置に係る各種申込手続きにつ

いては、従来の中継ダークファイバの手続きと同様であるとの認識です

が、中継ダークファイバの場合は、申込から回答までの期間が3 週間以

内となっているところ、WDMについては6 週間となっており、当該期間に

ついて今後更なる短縮化の検討が必要であると考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 

ＷＤＭ装置との接続に係る線路設備調査及び接続申込みについては、従

来の中継ダークファイバ調査内容に加えて、要望区間における空き波長の

有無や設備状況等を調査し、その調査結果を基に、費用負担の概算額を算

定する作業が必要です。そのため、従来の中継ダークファイバの調査回答

期間に当該作業に必要な期間を追加して設定しているものです。 



 

 １７

 

特別光信号中継回線（ＷＤＭ装置が設置されている中継ダークファイ

バ）に係る線路設備調査の回答期限が６週間以内とされていますが、一

般光信号中継回線（既存の中継ダークファイバ）と同等の３週間以内と

すべきと考えます。仮に、システム化（データベース化）されていない

等の理由で回答期限を同等とすることが困難であるとしても、可能な限

り短縮すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

提供期間 WDM 装置との接続までに、特別光信号中継伝送機能に係る各申込手続

きの回答後、最長12 ヶ月という長期間を要する場合があると考えます

が、これでは中継ダークファイバが利用できず早期のWDM の利用を必要

とする接続事業者のニーズに全くあわない期間であり、より短期間での

合理的な対応を行うべきであると考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 

ＷＤＭ装置は、区間ごとに装置の種類や構成が異なることから、接続事

業者から要望された区間ごとに、分波光変換装置の設計・物品調達・設置

工事が必要となります。 

 特に物品調達については、発注から納品まで数ヶ月を要することから、

標準的接続期間を1年としております。 

 



 

 １８

更改規定 申請案で追加されている第３６条第２項は、ＮＴＴ東・西がＷＤＭ装

置を更改する場合、接続事業者が分波光変換装置の利用中止を申込んだ

ものとみなすとされています。これにより、接続事業者は、ＮＴＴ東・

西の事由で分波光変換装置を利用できなくなるにもかかわらず、一方的

に当該装置の除却費・撤去費等を負担させられることとなるため、不適

切です。 

したがって、申請案の第３６条第２項は削除し、分波光変換装置につ

いても、既存の第３６条第１項の規定（接続事業者と協議の上費用負担

の方法等について決定）を適用すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

ＷＤＭ装置の更改は、構成物品等の生産の終了やサポートの終了等に伴

って、やむを得ず実施するものです。このため、当該更改に伴って発生す

る費用（分波光変換装置の除却費等）については、接続事業者にご負担い

ただく必要があることをご理解願います。 

 

立入規定 申請案では、ＷＤＭ装置本体の費用を波長単位で按分するとされてい

ますが、ＮＴＴ東・西を含む接続事業者各々の利用波長数を客観的に確

認できる方法について、規定を追加すべきと考えます。 

例えば、既に接続約款に規定されている、光回線設備の非現用芯線が

ない場合の確認方法に準じ、ＮＴＴ東・西局社内への立入りによる確認

を可能にする等の方法が考えられます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

当社は、接続事業者から利用波長数の確認に係る具体的な要望があれば、

実施方法等を含め、協議に応じる考えです。 

代替コンサ

ル 

平成２１年１０月１６日付け情報通信審議会答申「電気通信市場の環

境変化に対応した接続ルールの在り方について」における、「代替手段

のコンサルティングの対象にＷＤＭ装置の設置も含めるようにすること

が適当」との趣旨を、接続約款に明示的に記載すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

当社は平成21年3月16日の情報通信審議会のヒアリングにおいて、「要

望される接続事業者等に、ＷＤＭ装置の設置に係る費用をご負担いただく

ことを前提に必要な協力を行う」旨を表明しており、あらためて接続約款

に規定するまでもないと考えます。 

技術的条件 特別光信号中継回線に係る技術的条件集別表25.4（光信号接続インタ

ーフェイス仕様（特別光信号中継回線接続インターフェイス））におい

て、特別光信号中継回線に係る接続インタフェース仕様が規定されてい

今回の申請においては、接続事業者の利用が想定されるインタフェース

を技術的条件集に規定していますが、ご指摘のインタフェースを含め、そ

の他のインタフェースについても、利用に関する具体的な要望をいただい



 

 １９

ますが、一般的に広範に利用されている次のインタフェースもサポート

すべきです。 

- SDH/SONET インターフェイス： STM-16、OC-48 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】】 

た場合は、協議等を踏まえ、提供可否・提供条件等について検討する考え

です。 

その他 ＮＴＴ東・西が設置するＷＤＭ装置の利用に関するルールが接続約款

に規定されることは望ましいと考えますが、ＮＴＴ東・西を含む接続事

業者は、多重度の高いＷＤＭ装置を導入する等して中継ダークファイバ

を効率的に利用し、波長単位の利用ではなく一芯単位の利用が可能とな

るよう、空き芯線捻出のため努力すべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

中継ダークファイバの効率的な利用については、ご指摘のとおり、各接

続事業者にご協力いただき、業界全体で取り組むことが必要であると考え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ２０

接続ルール（中継ダークファイバの異経路情報通知） 

区分 他事業者意見 当社意見 

支障移転通

知 
支障移転は設備の敷設状況が変更となるため、中継ダークファイバを

利用している事業者にとっては早期の事前通知が必須となります。その

ため通知時期については「予め」ではなく具体的な期間（例：30 日前、

等）が明確に規定されるべきであると考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 

 支障移転工事は、自治体からの道路拡幅工事やお客様からの家屋改築工

事による電柱移設等の要請により実施するものであり、要請される時期や、

工事の緊急性は個々の事情により異なります。このため、一律に期間を設

定することは、困難であり、適当ではないと考えます。 

支障移転時

の調査 

異経路情報は将来にわたって保証されるものではなく、支障移転工事

等が発生した際には再調査が必要とのことですが、ＮＴＴ東・西は、支

障移転工事が発生する都度適切な情報管理を行う等により、再調査時に

係る作業時間を短縮できるよう努めるべきと考えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

当社は、異経路構成の確認調査結果および、支障移転工事に係る情報を

接続事業者に提供いたしますので、当該情報を接続事業者において、適切

に情報管理していただくことにより、再調査回数の削減や、再調査内容を

簡素化することが可能であると考えます。 



 

 ２１

調査費用 異経路情報の確認調査における条件は個別協議によるとのことです

が、ＮＴＴ東・西は、モデルケースを用いる等により、条件の確認にか

かる期間、確認調査にかかる期間及び費用等の目安を予め示すべきと考

えます。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

 

異経路情報の調査期間については、調査条件により変動することから

現状、標準的な期間の明示がなく、調査を検討する事業者にとっては調

査期間や調査費の規模を事前に把握する手段がありません。そのため今

後の実績をサンプルに調査期間の例示を行うこと等により、更なる利用

促進の取り組みが引き続き必要であると考えます。 

【イー・アクセス株式会社】 

異経路構成の確認調査は、接続事業者からの要望により過去３年間で３

件実施いたしましたが、その調査内容は区々であり、モデル化することは

困難です。 

当社は、調査に係る期間及び費用を、調査の実施前に提示いたしますの

で、接続事業者は、それをもとに調査を実施するか否かの判断をすること

が可能です。 

対象回線 本変更案において、特別光信号中継回線が、中継ダークファイバの異

経路構成等に係る確認調査及び接続の申込等の対象となっていません

が、ネットワーク構築時における異経路構成の必要性については、一般

光信号中継回線と特別光信号中継回線では全く違いはないことから、特

別光信号中継回線についても異経路構成に係る確認調査及び接続の申込

等の対象とすべきと考えます。 

【ソフトバンクＢＢ株式会社】 

【ソフトバンクテレコム株式会社】 

【ソフトバンクモバイル株式会社】 

今回の申請は、接続事業者から要望のあった一般光信号中継回線におけ

る異経路構成に係る確認調査手続き等を接続約款に規定することにしたも

のです。 

特別光信号中継回線については、これまで要望をいただいておりません

が、具体的な要望があれば、一般光信号中継回線と同様に、実費にて調査

を実施する考えです。 
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